様式第２号（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）
誓約書

　私（当社、当団体）は、漁業用燃油等価格高騰対策緊急支援金（以下「漁業用燃油等支援金」という。）の申請にあたり、下記の内容について誓約します。この誓約に反していることが判明した場合は、漁業用燃油等支援金の申請の取り下げ、漁業用燃油等支援金の返還に応じます。また、それにより生じた損害については当方が一切の責任に応じます。

記

１　漁業経営セーフティーネット構築事業への加入について
　　（１）　令和７年度に加入しています　　□
　　（２）　令和８年度に加入します　　　　□　　　　　　　（いずれかの□に✓を記入）
　２　申請書及び提出書類の内容に虚偽や不正はありません。また、提出する書類の写しは全て、原本と相違ありません。
　
　３　関係書類の追加提出の求め、申請内容に関する聴取や調査があった場合は、これに応じます。
　４　申請日時点で自ら漁業等を経営しており、休業・廃業しておらず、破産手続開始決定を受けておりません。また、漁業用燃油等支援金の交付を受けた後も事業を継続します（する意思があります）。
　５　国、静岡県又は他の地方公共団体が価格高騰対策のために実施する、給付金、支援金その他の金銭的支援（以下「給付金等」という。）の交付に係る事業（セーフティーネット要綱に基づいて実施される事業を除く。）において、令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間に出捐する漁業用燃油等に係る費用に関する給付金等を申請又は受給しません。

　６　以下のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しません。
（１）　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する団体（以下「暴力団」という。）
（２）　代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団員等(暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者

（３）　暴力団、暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの

　７　提出書類である納品書等を紙又は電磁記録により５年間保存します。
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